
 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 押印を省略する場合の条件 

文書の真正性を担保するため、見積書に「発行責任者及び担当者の役職、氏名 

及び連絡先」の記載が必須となります。記載なき場合は受理できません。 

必要に応じ、市担当者から記載の連絡先に在籍確認を行う場合があります。 

在籍確認ができない場合は受理することができません。 

（２） これまでどおり押印してある書類 

これまでどおり提出していただけます。 

※「発行責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先」欄の記載は不要です。 

（３） 入札書は対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

海老名市 令和６年３月から 

見積書の押印が省略できます 

裏面Ｑ＆Ａあり 



Ｑ１ 押印を省略する条件として「発行責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先」

の記載が必須となりますが、発行責任者及び担当者とはどのような方ですか。 

Ａ１ 発行責任者とは、代表取締役、支店長、営業所長など社内で権限の委任を受け

た役職員です。 

   担当者とは、取引に関する事務を担当する者です。発行責任者が担当者を担う

こと（同一）でも構いません。 

   ※フルネーム記載 

 

Ｑ２ 記載を必須とする「発行責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先」の連絡先

とは何を記載すればよいですか。 

Ａ２ 原則電話番号（固定電話）になります。 

 

Ｑ３ 押印を省略した見積書の提出方法を教えてください。 

Ａ３  

 

 

 

 

 

 

 

    

Ｑ４ 押印を省略した見積書に記載誤りがあった場合の対応策はありますか。 

Ａ４ 訂正印及び二重線の修正はできません。修正後新たな見積書の作成となります。 

 

Ｑ５ 押印を省略した見積書が複数ページある場合の対応策はありますか。 

Ａ５ 通し番号の記載が必須となります。割り印は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 提出手段 提出方法 

押印あり 

 

①郵送 

②持参 

紙（原本のみ可） 

※今までどおり 

押印省略 ①郵送 

②持参 

③ＦＡＸ 

④電子メール（PDF形式） 

紙及びデータ 

※見積書内に「発行責任者及び担当者の

役職、氏名及び連絡先」の記載必須 

 

お問い合わせ先：海老名市役所契約検査課（代）046-231-2111 内線 5332.5335 


